
教 育 職 員 免 許 状 授 与 資 格 の 取 得 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

第３条 本学において、授与資格の取得の課程とし 第３条

て認定を受けた学部・学科及び研究科・専攻（コ

（同 左）
ースを含む。以下同じ ）並びに授与資格を取得す。

ることのできる免許状は、別表第１及び別表第２

に掲げるとおりとする。

２ （略） ２

（中 略）

附 則

この規程は、平成２１年５月２２日から施行し、

平成２１年４月１日から適用する。ただし、適用日

前に入学した者で従前の課程により授与資格を取得

しようとする者については、改正後の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。

別表第１ 学部 別表第１ 学部

右記免許状の授与資格を得さ 右記免許状の授与資格を得さ
取得することができ 取得することができ

せる課程（正規の課程）とし せる課程（正規の課程）とし
る免許状の種類 る免許状の種類

て認定を受けた学部・学科 て認定を受けた学部・学科

（略） （同 左）

工学部

（略） （同 左）

（同 左）情報学科情報コース 高等学校教諭１種免 情報学科情報コース

許状（情報）

工業化学科 中学校教諭１種免許

状（数学）

高等学校教諭１種免

許状（数学）

工業化学科理科コー 中学校教諭１種免許 工業化学科理科コー

（同 左）
ス 状（理科） ス

高等学校教諭１種免

許状（理科）

工業化学科工業コー 高等学校教諭 種免 工業化学科工業コー1
（同 左）

ス 許状（工業） ス

（略） （同 左）



改 正 前 改 正 後

別表第２ 大学院 別表第２ 大学院

右記免許状の授与資格を得さ 右記免許状の授与資格を得さ

せる課程（大学院の課程）と 取得することができ せる課程（大学院の課程）と 取得することができ

して認定を受けた研究科・専 る免許状の種類 して認定を受けた研究科・専 る免許状の種類

攻 攻

（略） （同 左）

法学 法学

研究科 （略） 研究科 （同 左）

経済学 経済システム分析専 中学校教諭専修免許 経済学 経済学専攻 中学校教諭専修免許

研究科 攻 状（社会） 研究科 状（社会）

高等学校教諭専修免 高等学校教諭専修免

許状（地理歴史、公 許状（地理歴史、公

民） 民、商業）

経済動態分析専攻 中学校教諭専修免許

状（社会）

高等学校教諭専修免

許状（公民）

現代経済・経営分析 中学校教諭専修免許

専攻 状（社会）

高等学校教諭専修免

許状（公民）

高等学校教諭専修免

許状（商業）

理学 理学

研究科 （略） 研究科 （同 左）

（略） （同 左）


